
『詳説 割賦販売法』正誤表 
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●４２６ページ 図４の訂正 
 
 ［誤］ 
 
 
 
 
 
 
 
 ［正］ 
 
 
 

販売業者（又は役務提供業者） 

販売業者（又は役務提供業者） 

個別信用購入あっせん業者 

個別信用購入あっせん業者 

申込者等 

申込者等 

立替払金 

商品 

商品代金 
（頭金＋立替払金） 

商品 
商品代金 

（頭金＋立替払金） 

既払金

既払金

立替払金 

ページ 行 誤 正
ii 25 木村雅昭参事官 木村陽一参事官

業務提供誘因販売 業務提供誘引販売
251 29（最終行） ② ( ii )
260 28（最終行） 経営陣の式 経営陣の指揮
304 表中　９　① 個別可能支払見込額 個別支払可能見込額
320 13 当該包括信用購入あっせん業者 当該個別信用購入あっせん業者
326 7 包括支払可能見込額 個別支払可能見込額
376 7 経営陣の式 経営陣の指揮
410 13（下から 7） 無効となるとなる場合 無効となる場合
412 ５（下から9） 購入者（叉は役務提供事業者）は購入者（叉は役務の提供を受ける者）は
414 表・右欄の10（下から 3）主たる連鎖販売個人契約 主たる特定継続的役務提供等契約
426 図４
432 12 利用者に対して行う 利用者に対して請求する
472 18（下から12） 最寄りの供託書に 最寄りの供託所に

（注）行はタイトル、本文のみを数えた行数（表のタイトル、行数は除く）。
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